
ワン切りの問題への対応策を検討するため、総務省において、平成１４年８月から１０月まで「迷惑通信への対応
の在り方に関する研究会」（座長：堀部政男中央大学教授）を開催し、以下のような提言がなされたところ。

ワン切りへの対応について

ワン切りは・・・
電気通信ネットワークの輻輳による通信の障害を引き起こす

「発信側・受信側ネットワークの双方で総合的対応が必要」
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